
バリアフリー基本構想

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー
法）第２５条に基づき、鉄道駅を中心とした地区や高齢者・障がい者などが利
用する施設が集まった地区において、公共交通機関・建築物・道路などのバリ
アフリー化を面的かつ一体的に推進するために市区町村が作成する事業計画

＜基本構想で定める主な内容＞

〇基本理念・方針
〇重点整備地区（基本構想でバリアフリー化を進めるエリア）
〇生活関連施設（バリアフリー化の対象施設）
〇生活関連経路（バリアフリー化の対象道路 ※駅や各施設間を結ぶ道路を設定）
〇特定事業（各施設の設置管理者によるバリアフリー化の取組み）

町田市バリアフリー基本構想はこちら

町田市バリアフリー基本構想又は

バリアフリー基本構想の概要について

資料１



情報アクセス・コミュニケーション 心のバリアフリー

駐車場

信号機

歩道

駅

重点整備地区

保健・医療・福祉施設

保健・医療・福祉施設

学校

商業施設

官公庁等

宿泊施設

案内表示

バリアフリーに関する教育コミュニケーション支援ボード ホームページでの情報保障 遠隔手話サービスの導入

車椅子使用者用駐車施設

スロープ

音響式信号機 視覚障害者誘導用ブロック

ピクトグラム 必要なニーズに対応したトイレ

エレベータ

手すり

可動式ホーム柵

視覚障害者誘導用ブロック

情報提供装置

エスコートゾーンの設置

音声案内装置

案内表示の改善

バリアフリー基本構想に基づく面的かつ一体的なバリアフリー化のイメージ

バリアフリーに関する教育
図：国土交通省発行「移動等円滑化促進方針・バ
リアフリー基本構想作成に関するガイドライン」
より引用・編集
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